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○職業分類の説明 

｢雇用保険被保険者資格取得届｣の「13 職種」欄の区分となります。 

区

分 
職   種 説         明（具 体 例） 

１ 管 理 的 職 業 

会社・団体等の役員及び管理職員（法人組織等の課以上の内部組織の

業務を管理・監督する仕事に従事するもの）をいいます。（例：会社部長、

課長、支店長、工場長、営業所長） 

２ 専門的・技術的職業 

高度な科学的知識を応用した技術的な仕事、医療・法律・経営・教育・

著述・芸術等の専門的な仕事に従事するものをいいます。（例：研究者、

開発・製造技術者、情報処理・通信技術者、建築・土木技術者、教員、

記者、カメラマン、デザイナー、通訳） 

３ 事 務 的 職 業 

総務・人事・企画・会計などの事務、生産・営業・販売・運輸・郵便

に関する事務及びパソコン等を操作する業務に従事するものをいいま

す。集金などの外勤事務の仕事も含みます。（例：総務事務員、企画・調

査事務員、受付・案内事務員、経理事務員、医療事務員、コールセンタ

ーオペレーター、テレフォンアポインター、出荷・受荷係事務員） 

４ 販 売 の 職 業 

商品･不動産･保険・有価証券などの売買、売買の仲介・取り次ぎ･代理、

売買に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などの業務に従事するもの

をいいます。（販売店員、レジ係、コンビニ店員、不動産仲介・売買人、

営業員） 

５ サ ー ビ ス の 職 業 

個人家庭における家事支援、介護、保健医療の補助、理容・美容、ク

リーニング、調理、接客・給仕、住居施設・ビルの管理などのサービス

の業務に従事するものをいいます。（例：介護員、看護助手、理容師、美

容師、クリーニング工、調理人、飲食物給仕係、旅館・ホテル・娯楽場

等接客員、マンション・ビル管理人） 

６ 保 安 の 職 業 
個人の生命・財産の保護、公共の安全・秩序の維持などに従事するもの

をいいます。（例：警備員、道路パトロール員、道路交通誘導員） 

７ 農 林 漁 業 の 職 業 

農業、林業及び漁業に従事するものをいいます。 

（例：稲作・畑作作業員、園芸・工芸作物栽培作業員、養畜作業員、植

木職、造園師、伐木・造材・集材作業員、漁師、水産養殖作業員） 

８ 生 産 工 程 の 職 業 

生産設備のオペレーター、原材料の加工・製品の製造、機械の組立・修

理、製品の検査及び生産工程で行われる作業に関連する技術的な作業な

どに従事するものをいいます。（例：生産設備オペレーター、製造工、板

金工、各種食品製造・加工工、印刷工、機械組立工、修理・整備工、検

査工、塗装工、製図工） 

９ 
輸 送 ・ 機 械 運 転 

の職業 

自動車･電車･船舶･飛行機の運転・操縦、車掌その他の運輸の作業、定

置・建設機械運転に従事するものをいいます。（例：バス運転手、タクシ

ー運転手、トラック運転手、電車運転手、車掌、フォークリフト運転作

業員、クレーン運転工、建設機械運転工、ビル設備管理員） 

10 建設・採掘の職業 

建設・電気工事作業、土木工事作業などに従事するものをいいます。（例：

建築とび工、取りこわし作業員、大工、配管工、内装工、電気工事作業

員、土木作業員、舗装作業員） 

11 
運搬・清掃・包装等の

職業 

荷物等の運搬・集荷・配達、建物等の清掃、品物の包装などの業務に従

事するものをいいます。（例：荷役作業員、倉庫作業員、荷物配達員、ビ

ル・建物清掃員、ピッキング作業員） 

【総務省「日本標準職業分類」（第５回改訂）による】 

 


